
  

一 

令和 7 年 2 月 14 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１４０１５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

道
路
の
供
用
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
十
八
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

勝
浦
市
部
原
字
内
出
一
□
九
三
〇
番
三
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
五
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
区
域
は
□
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

香
取
郡
多
古
町
牛
尾
字
坂
田
道
二
□
九
七
二
番
の
一
部
並
び
に
字
白
谷
三
□
三
八

七
番
及
び
三
□
三
八
八
番
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
号 

 

計
量
法
□
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
□
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

計
量
法
施
行
令
□
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
□
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計

量
器
の
定
期
検
査
□
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
□
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
□
第
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除

く
□
□ 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 

木
更
津
市 

令
和
七
年
五
月
十
四

日 

木
更
津
市
真
里
谷
一
一
〇
番
地 

木
更
津
市
立
富
来
田
公
民
館 

午
後
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
七
年
五
月
十
五

日 

木
更
津
市
清
見
台
南
五
丁
目
一
番

二
九
号 

木
更
津
市
立
清
見
台
コ

ミ
□
ニ
テ
□
□
セ
ン
タ
□
附
属
体

育
館 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
七
年
五
月
十
六

日 

〃 

〃 

 

令
和
七
年
五
月
十
九

日 

木
更
津
市
貝
渕
二
丁
目
一
三
番
四

〇
号 

木
更
津
市
民
体
育
館 

〃 

 
令
和
七
年
五
月
二
十

日 

〃 

〃 

 

令
和
七
年
五
月
二
十

一
日 

〃 

〃 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

2 

月

14

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４０１５号 令和 7 年 2 月 14 日（金曜日） 
 

 
 

 

 

令
和
七
年
五
月
二
十

二
日 

木
更
津
市
江
川
九
三
四
番
地
一 

木
更
津
市
立
岩
根
西
公
民
館 

〃 

鴨
川
市 

令
和
七
年
四
月
二
十

一
日 

鴨
川
市
内
浦
五
六
三
番
地 

コ

ミ
□
ニ
テ
□
セ
ン
タ
□
小
湊 

午
後
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 
令
和
七
年
四
月
二
十

二
日 

鴨
川
市
天
津
一
□
一
〇
四
番
地 

鴨
川
市
役
所
天
津
小
湊
支
所 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
七
年
四
月
二
十

三
日 

鴨
川
市
太
海
二
□
〇
三
〇
番
地
二 

 

鴨
川
市
太
海
公
民
館 

〃 

 

令
和
七
年
四
月
二
十

四
日 

鴨
川
市
松
尾
寺
四
五
四
番
地
二 

鴨
川
市
吉
尾
公
民
館 

〃 

 

令
和
七
年
四
月
二
十

五
日 

鴨
川
市
横
渚
一
□
四
五
〇
番
地 

鴨
川
市
役
所 

〃 

 

令
和
七
年
四
月
二
十

八
日 

〃 

〃 

い
す
み
市 

令
和
七
年
五
月
二
十

六
日 

い
す
み
市
苅
谷
一
□
一
六
八
番
地 

 

夷
隅
保
健
セ
ン
タ
□ 

〃 

 

令
和
七
年
五
月
二
十

七
日 

い
す
み
市
大
原
六
□
七
六
三
番
地 

 

い
す
み
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン 

タ
□ 

〃 

 

令
和
七
年
五
月
二
十

八
日 

〃 

〃 

 

令
和
七
年
五
月
二
十

九
日 

い
す
み
市
岬
町
椎
木
一
□
三
〇
〇

番
地
一 

い
す
み
市
商
工
会
岬
支

所 
〃 

夷
隅
郡
大

多
喜
町 

令
和
七
年
六
月
三
日 

夷
隅
郡
大
多
喜
町
三
条
四
四
〇
番

地
一 

大
多
喜
町
農
村
コ
ミ
□
ニ

テ
□
□
セ
ン
タ
□ 

〃 

 

令
和
七
年
六
月
四
日 

夷
隅
郡
大
多
喜
町
下
大
多
喜
一
〇

〇
番
地 

上
瀑
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
□ 

〃 

夷
隅
郡
御

宿
町 

令
和
七
年
六
月
二
日 

夷
隅
郡
御
宿
町
須
賀
一
□
五
二
二 

 

御
宿
町
役
場 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち
□
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は
□
休
憩
時
間
と
す
る
□ 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か
□
た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は
□
知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う
□ 

二 

計
量
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
□
特
定
計
量
器
検
定

検
査
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

定
期
検
査
に
限
る
□
□ 

検

査

区

域 

検

査

期

間 

検

査

場

所 

木
更
津
市
□
野
田
市
□
佐
倉
市
□
東
金
市
□
習
志
野
市
□

勝
浦
市
□
鴨
川
市
□
鎌
ケ
谷
市
□
君
津
市
□
富
津
市
□
浦

安
市
□
四
街
道
市
□
袖
ケ
浦
市
□
八
街
市
□
南
房
総
市
□

匝
瑳
市
及
び
い
す
み
市
並
び
に
香
取
郡
神
崎
町
□
多
古
町

及
び
東
庄
町
□
夷
隅
郡
大
多
喜
町
及
び
御
宿
町
並
び
に
安

房
郡
鋸
南
町 

令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

特
定
計
量
器
の

所
在
の
場
所 

三 

計
量
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
□
特
定
計
量
器
検
定

検
査
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

定
期
検
査
に
限
る
□
□ 

検

査

区

域 

検

査

期

間 

検

査

場

所 

千
葉
市
□
市
川
市
□
船
橋
市
□
松
戸

市
及
び
柏
市
を
除
く
県
の
区
域 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で 

特
定
計
量
器
の

所
在
の
場
所 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
一
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
七
年

二
月
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

茂
原
夷
隅
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 
長
生
郡
長
生
村 

七
井
土
字
南
稗 

田
五
四
五
番
一 

地
先
か
ら
五
三 

三
番
二
地
先
ま 

で 

前 

二
〇
・
〇
二
メ
□
ト
ル
か
ら 

二
二
・
四
九
メ
□
ト
ル
ま
で 

八
〇
・
七
二
メ
□
ト
ル 

 

後 

   

二
〇
・
〇
二
メ
□
ト
ル
か
ら 

四
五
・
三
八
メ
□
ト
ル
ま
で 

  

八
〇
・
七
二
メ
□
ト
ル 

  

 



  

三 

令和 7 年 2 月 14 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１４０１５号 
 

千
葉
県
告
示
第
六
十
二
号 

 
道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
七
年
二
月
十

四
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
七
年

二
月
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 
名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
船
橋
印
西
線 
八
千
代
市
吉
橋
字
西
内
野
一
□
七
八
〇
番
一
九
地
先
か
ら
一
□
七

八
〇
番
九
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
三
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
書
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
葛
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

夏
見
三
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
三
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
第
三
九
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各
標
柱

を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 

市 

町 

村 

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 
番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

一
一 

船

橋

市 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

夏

見

六

丁

目 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

四
一
三
番
三 

二
九
四
番 

二
九
四
番 

二
九
四
番 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二 

一
三 

一
四 

一
五 

一
六 

一
七 

一
八 

一
九 

二
〇 

二
一 

二
二 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
二
番
一 

二
九
一
番
二
〇 

二
九
一
番
一
六 

二
九
一
番
一
七 

二
九
一
番
一
八 

二
九
一
番
一
九 

四
四
六
番
一 

四
四
六
番
一 

四
四
五
番
六 

二
三 

二
四 

二
五 

二
六 

二
七 

二
八 

二
九 

三
〇 

三
一 

三
二 

三
三 

三
四 

三
五 

三
六 

三
七 

三
八 

三
九 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

四
四
五
番
六 

四
四
五
番
六 

四
四
五
番
一 

四
四
五
番
二 

四
三
五
番 

四
三
四
番 

四
三
三
番 

四
三
三
番 

四
三
二
番 

四
三
二
番 

四
三
二
番 

四
三
一
番
一 

四
三
一
番
一 

四
三
一
番
一 

四
三
一
番
二 

四
三
一
番
二 

四
一
四
番 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
四
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
書
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
葛
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 



 
 

 

四 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
夏
見
七
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
一
〇
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
第
一
〇
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各
標
柱

を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 
市 

町 

村 

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

船

橋

市 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

夏

見

五

丁

目 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
一
八
〇
番
一 

一
七
九
番 

三
四
七
番
一
三
地
先
の
道
路
敷 

三
四
七
番
七 

三
二
三
番
一
地
先
の
道
路
敷 

三
二
三
番
一
地
先
の
道
路
敷 

三
一
七
番
五 

三
五
二
番
三 

三
五
二
番
四 

三
五
一
番
二 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
五
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
書
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

深
堀
一
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
一
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
第
一
五
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各
標
柱

を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標
柱
番
号 

市

町

村

名 

大

字

名 

字

名 

地 
 

 
 

 
 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 

い

す

み

市 

〃 〃 〃 

深

堀 

新

田 

〃 〃 

御

室 

古

寿

家 

〃 〃 

六
八
八
番
一 

三
□
三
九
七
番
二 

三
□
三
九
七
番
二 

三
□
三
九
七
番
二 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

五 

 
 

 

六 

 
 

 

七 

 
 

 

八 

 
 

 

九 

 
 

一
〇 

 
 

一
一 

 
 

一
二 

 
 

一
三 

 
 

一
四 

 
 

一
五 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 

深

堀 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 

御

室 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

三
□
三
九
七
番
二 

三
□
三
九
七
番
二 

三
□
三
九
七
番
二 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

六
八
八
番
一 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
六
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

松
崎
五 

成
田
市
松
崎
及
び
玉
造
一
丁
目
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
六 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
七 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
八 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
九 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
〇 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
一 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
二 
成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 



  

五 
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松
崎
一
三 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

に
示
す
区
域 

 
松
崎
一
四 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
五 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
六 
成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

松
崎
一
七 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
竹
二
二 

成
田
市
大
竹
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
竹
二
三 

成
田
市
大
竹
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
七
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

松
崎
五 

成
田
市
松
崎
及
び
玉
造
一
丁
目

の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
六 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
七 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
八 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□ 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 
 

松
崎
九 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
〇 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
一 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
二 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
四 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
五 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

松
崎
一
六 

成
田
市
松
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
竹
二
二 

成
田
市
大
竹
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
竹
二
三 

成
田
市
大
竹
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
松
戸
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

松
戸
市 

二 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

松
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業
松
戸
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
七
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 



 
 

 

六 
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公

告 

 
 

 
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
□
両
総
土

地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

就
任
理
事 

 

茂
原
市
高
師
町
二
丁
目
八
番
地
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市 

原 
 

 
 

淳 
 

 
 

 

香
取
市
谷
中
六
八
八
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
 

は
つ
子 
 

 
 

 

山
武
郡
九
十
九
里
町
真
亀
六
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

幸 

子 
 

 
 

 

長
生
郡
白
子
町
古
所
一
□
七
八
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今 

関 
 

玲 

子 
 

 
 

  
 

 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
□
清
算
法
人
夷
隅
郡
大
多
喜
町
三
又
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

清
算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

退
任
清
算
人 

 

夷
隅
郡
大
多
喜
町
三
又
六
一
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
磯 

野 
 

省 

吾 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
六
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

竹 
下 

 
 

 

誠 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

富 

男 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
七
四
番
地
一 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

政 

德 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
八
四
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

磯 

野 
 

 
 

芳 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
九
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

正 
雄 

 
 

 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

七
四
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

政 

市 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

一
□
一
〇
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

末 

吉 
 

桂 

吾 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

一
□
一
五
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

一 
 

 
 

 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

一
□
三
五
八
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

末 

吉 
 

敏 

行 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
五
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

克 

之 
 

 
 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

六
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

野 
 

弘 

和 
 

 
 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
□
国
府
第

二
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

退
任
理
事 

 

南
房
総
市
谷
向
八
三
四
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山 

口 
 

美
津
江 

 
 

 

                                

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


